
  

普通徴収(納付書)で    期分(       円)まで納付済 
 最短の開始月を希望    ※ 納期限は翌月 10 日 
    月分から特別徴収(給与天引き)希望 

納期限をすぎた普通徴収税額は特別徴収へ切替えできません。 

特別徴収開始月
毎月２０日まで 翌月、２１日以降 翌々月

 


